
 

 

 

説明事項１ 

令和６年度制度改正について  

 令和６年度介護報酬改定のうち、令和５年度末で経過措置を終了する介護報酬の

改定事項、その他全サービスに係る改正事項及び介護職員等処遇改善加算について

お示しします。 

 なお、以下に掲示する内容以外についても改正がありますので、厚生労働省ウェ

ブサイトに掲載されている「介護報酬改定の概要」「介護報酬改定に関する省令及び

告示の改正」、「介護報酬改定に関する通知等の改正」及び「介護報酬改定に関する

Ｑ＆Ａ」についてよく確認をしていただく等、情報収集に努めるようにお願いしま

す(令和６年度介護報酬改定について｜厚生労働省 (mhlw.go.jp))。 

 また、愛知県高齢福祉課ウェブサイトに掲載されている「令和６年度介護報酬改

定について」を良く確認していただき、間違いのない、適切な対応をお願いします

(令和 6 年度介護報酬改定について - 愛知県 (pref.aichi.jp))。 
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１－（１）業務継続計画の策定について                    

感染症や非常災害の発生時において、業務継続計画を策定し、計画に従い必要な 

措置を講じる必要があります。 

なお、令和６年４月１日からの義務化に伴い、業務継続計画未実施減算が新設さ

れます。感染症と災害発生時について、それぞれ計画策定が必要となり、どちらか

一方の計画が策定できていない場合も減算となりますのでご留意ください（サービ

ス種別により、減算適用に係る条件等が異なりますので、算定要件等をご確認くだ

さい）。 

■必要な措置 

⚫ 業務継続計画の策定（感染症、災害時） 

⚫ 従業者への業務継続計画の周知 

⚫ 定期的な研修及び訓練（シミュレーション）の実施 

⚫ 定期的な業務継続計画の見直しの実施、必要に応じた計画の変更 

■対象サービス 

 全サービス 

■関連資料 

 介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修資料・

動画｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html


 

 

 

１－（２）高齢者虐待防止の推進について                      

 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生又はその再 

発を防止するために次の措置を講じる必要があります。 

 なお、令和６年４月１日からの義務化に伴い、高齢者虐待防止措置未実施減算が

新設されますので、ご留意ください。 

■必要な措置 

⚫ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果の周

知 

⚫ 虐待防止のための指針の整備 

⚫ 虐待防止のための研修の定期的な実施（※） 

 ※研修を実施すべき頻度は、サービス種別によって異なります。 

⚫ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 

⚫ 虐待の防止のための措置に関する事項について、運営規程に記載 

■対象サービス 

 全サービス 

■関連資料 

 高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等 (mhlw.go.jp) 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html


 

 

 

１－（３）感染症の予防及びまん延の防止について                                 

 事業者は、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以

下の措置を講じる必要があります。 

■必要な措置 

⚫ 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催 

⚫ 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 

⚫ 研修、訓練（シミュレーション）の実施 

■対象サービス 

 全サービス 

１－（４）栄養管理について                         

 入所者に対する栄養管理について、令和３年度から栄養マネジメント加算を廃止

し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理栄養士

が、入所者の栄養状態に応じて計画的に行う必要があります。栄養管理の基準を満

たさない場合、令和６年４月１日からは栄養管理に係る減算の対象となります。 

■必要な措置 

⚫ 多職種共同での入所者ごとの栄養ケア計画の作成 

⚫ 栄養ケア計画に従った栄養管理の実施、入所者の栄養状態の定期的な記録 

⚫ 栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価、必要に応じた計画の見直し 

■対象サービス 

施設系サービス（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護、介護老人保健施設、介護医療院） 

１－（５）口腔衛生の管理について                      

入所者に対する口腔衛生の管理について、令和３年度から口腔衛生管理体制加算

を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔衛生の管理を計画

的に行う必要があります。 

■必要な措置 

⚫ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛 

生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上実施 

⚫ 上記の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛 

生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画 

の見直し 

イ 助言を行った歯科医師 



 

 

 

  ロ 歯科医師からの助言の要点 

  ハ 具体的方策 

  二 当該施設における実施目標 

  ホ 留意事項・特記事項 

⚫ 施設の従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設 

入所時及び入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施 

⚫ 技術的助言及び指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師若しくは歯科医 

師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施事項

等を文書等で取り決め 

■対象サービス 

施設系サービス（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護、介護老人保健施設、介護医療院） 

 

１－（６）認知症介護基礎研修の受講の義務付けについて            

事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に 

ついて、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要がありま

す。事業所が新たに採用した従業者（新規・中途問わず）で医療・福祉関係資格を

有さない者については、採用後１年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があり

ます。 

 



 

 

 

■対象サービス 

全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具 

貸与、居宅介護支援を除く） 

■関連資料      

⚫ 安城市／認知症介護基礎研修(ｅ-ラーニングシステム） (city.anjo.aichi.jp) 

⚫ 愛知県認知症介護研修について - 愛知県 (pref.aichi.jp)         

２－（１）「書面掲示」規制の見直しについて                      

事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、ウェブサ

イトへの掲載・公表が義務付けられます。 

義務付けは令和７年度からですが、各事業所におかれましては、お早めにご対応 

をお願いします。 

■対象サービス 

 全サービス 

 

２－（２）管理者の責務及び兼務範囲の明確化について            

管理者の責務及び兼務範囲について、管理者がその責務が果たせる場合には、同 

一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨が明確化されま

す。      

 なお、これまでと同様、管理者の一元的管理が行える体制の確保についてはご留 

意の上、ご対応ください。 

■対象サービス 

 全サービス 

 

 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/20220418kaigokisokensyu.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikihoukatu/0000082062.html


 

 

 

２－（３）テレワークの取扱いについて                        

テレワークの取扱いについて、これまで管理者についてのみ示されておりました 

が、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種についても、

取扱いが明確化されます。 

 詳細等につきましては、最新情報にご留意いただき、対応を進めてください。 

■対象サービス 

 全サービス（居宅療養管理指導を除く） 

 

２－（４）人員配置基準における両立支援への配慮について           

介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進めるため、運営

基準の解釈通知及び報酬算定の留意事項通知について、「常勤」及び「常勤換算方法」

に係る取扱いが改正されます。 

■対象サービス 

 全サービス 

 

 



 

 

 

３ 「処遇改善加算」制度の一本化について                          

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多く 

の事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等

特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・

各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一

本化されます。 

一本化後の加算については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のあ

る職員に重点的に配分することとしますが、事業所内での柔軟な職種間配分が認め

られます。また、人材確保に向けてより効果的な要件とする等の観点から、月額賃

金の改善に関する要件及び職場環境要件の見直しも行われます。 

■必要な措置 

⚫ 令和６年度計画書の提出（令和６年４月１５日まで） 

※令和６年度計画書において、現行３加算（令和６年４月・５月分）と新加算

（令和６年６月から３月まで）をまとめて申請できる様式になっております。 

⚫ 令和５年度実績報告の提出（令和６年７月３１日まで） 

■関連資料 

⚫ 安城市／介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ

ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 に つ い て 

(city.anjo.aichi.jp) 

⚫ 介護職員の処遇改善｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/baseup.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/baseup.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/baseup.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/baseup.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html


 

 

 

４ 令和６年４月１日算定開始の加減算の届出時期について             

令和６年４月１日算定開始の加減算の届出時期は、 

令和６年４月５日（金）（必着）までとします。 

処遇改善加算の計画書の届出時期は令和６年４月１５日（月）までとなっており、

締切日が異なりますのでご留意ください。 

５ その他参考資料                                

⚫ 介護保険最新情報｜厚生労働省 

介護保険最新情報掲載ページ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html


 説明事項２ 

介護サービス事業者等への指導・監督について 

1 はじめに                                 

  介護保険サービス事業は、各事業所の責任において人員基準・設備基準・運営基

準に適合しているか自主点検を日々行い、更に利用者サービスの向上を目指して充

実していただくものです。事業運営の向上に努めなければならないことに留意し、

事業の目的を達成するために必要な最低限度の基準の適合に満足することなく、自

ら事業運営の改善をはかっていただくようお願いします。 

（１）職員研修 

従業員の資質向上のために、研修の機会を確保してください。特に、身体拘束防

止、虐待防止、法令遵守に関する研修は、毎年、実施してください。 

なお、令和５年度より愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分）

のうち、「介護人材資質向上事業」を活用した安城市介護人材資質向上事業補助金を

創設しましたのでご活用ください。 

（２）業務管理体制の整備 

介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制を整備し、国、県又は市に届出

を行うことが義務付けられています。安城市に業務管理体制の届出が必要な事業者

は、地域密着型サービスのみを行う事業者（総合事業は対象外）で、事業所が安城

市内のみに所在する事業者です。既に届出を済ませている事業者で、法令遵守責任

者の変更など届出内容に変更があった場合は遅延なく届出してください。 

なお、令和５年３月２８日（火）午後１時より「業務管理体制の整備に関する届

出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。 

（３）「介護サービス情報公表システム」での公表 

介護サービス事業者は、介護サービス情報を愛知県に報告することが義務付けら

れています。愛知県公式ウェブサイトを参考に、情報公表制度の対象事業者は手続

きをし、「介護サービス情報公表システム」により公開してください。 

  対象事業所 

ア 年間１００万円を超える介護報酬の支払いを受けている事業所 

   イ 新規指定事業所（基本情報のみ） 

（４）愛知県介護保険指定事業者講習会 

愛知県が行う「介護保険指定事業者講習会」の資料も参考にしてください。 

（愛知県高齢福祉課介護保険指定・指導グループのウェブサイト参照）  

２ 指導の種類                               

 市が行う指導には、集団指導、運営指導及び監査があります。 

（１）集団指導 

各事業所に対し情報提供等を個別に行うのではなく、全体に対して行うものです。

安城市では事業者連絡調整会議が集団指導の位置づけです。集団指導では、指定事



 

 

 

務の制度説明、改正された場合の介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進、

介護報酬請求に係る過誤・不正請求の観点から介護保険事業の適正化を図るため実

施します。市が所管する事業所については、集団指導に欠席した事業所は指導強化

対象事業所としています。 

（２）運営指導 

  運営指導には、市が事業所に伺うものと、愛知県と合同で伺うものがあります。

運営指導は対象となったサービスの指定権者が行うため、県が指定権者のサービス

に指導を行う際は、県職員も伺います。 

指導対象サービスの指定権者 事業所に伺う職員 

県 県職員＋市職員 

（指導は県職員が行います。） 

県・市 両方 県職員＋市職員 

（両者から指導を行います。） 

市 市職員のみ 

県との合同指導に際しては、県から事前調査（自己点検シート）書類及び改善指

示事項に対する改善状況報告について提出を指示されますが、愛知県への提出に加

え安城市にも同書類を提出してください。 

市のみで実施する指導については、「３ 運営指導について」にて説明します。 

（３）監査 

人員、設備及び運営基準等が指定基準違反であると認められる場合、又はその疑

いがあると認められる場合に行います。 

３ 運営指導について                            

  本市では、原則として３年に一度は運営指導を行っています。運営指導では、サ

ービスの質の確保・向上を図ることを主眼として、サービス事業者が法令・通達な

どに基づき適正な事業運営を実施しているか調査し、また必要な指導を行うことを

いいます。 

（１）事前提出書類 

市の運営指導に際し、勤務形態一覧表、運営規程等の書類に加え自己点検シート

を事前に提出していただきます。実施通知に事前提出書類について記載してありま

す。 

（２）改善指示事項 

運営指導での改善指示事項は、文書で通知する内容は勿論、口頭指導内容も漏ら

さず改善をはかっていただくようお願いします。 

（３）総合事業の運営指導 

総合事業の運営指導については、「介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有

効な実地を図るための指針」に基づき実施します。県との合同指導時に同時実施ま

たは、市単独実施にて行います。 

 



 

 

 

（４）留意事項 

一度指摘した改善指示事項（文書・口頭とも）について、改善されていない場合

は悪質性が疑われると判断することがあります。悪質性、反復継続性等は処分の判

断材料のひとつです。 

あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確

認することができないと認められる場合は、当日通知でもって運営指導を行う場合

があります。 

（５）指導の実施状況（令和５年度分） 

  ア 運営指導の実施状況 

    １０業者１２事業所２１サービス 

    うち改善報告を求めた事業所数 １２事業所 

  イ 監査の実施状況 

    ３業者５事業所７サービス 

    令和６年２月９日現在、４事業所について勧告を行いました。 

    他１事業所については調査中です。 

４ 地域密着型サービスの利用について                      

平成１８年に創設された地域密着型サービスは、高齢者の住み慣れた地域での生

活を支えることを目的としています。そのため、本市の地域密着型サービスは、原

則、安城市に住民票のある人のみが利用できます。以下に該当する場合は、本市の

地域密着型サービスは利用することができませんのでご留意ください。 

（１）安城市に住民票がない場合。（実際に住んでいるのが安城市であったとしても、

住民票を市外に置いたままの場合は利用不可。） 

（２）これまで他市町村に住民票を置いていた人が、安城市の地域密着型特定施設や

グループホームに直接入居する場合。 

なお、市町村によって地域密着型サービスの取扱いが異なる場合もございます

ので、詳細は担当市町村の介護保険部局へご確認ください。 

５ 【地域密着・居宅・総合事業】変更届・加算届について               

（１）変更届について    

① 変更届出書は変更後１０日以内に届け出ることとする。   

② 総合事業のサービス事業所においても、忘れずに届け出ること。 

 

 

総合事業の各種加算届・変更届は、市への提出が必要です。 

訪問介護・通所介護を西三河福祉相談センターへ届け出て、総合事業もあれば市へも

忘れずに届け出てください。他市の総合事業の指定を受けている場合は、他市への届け出

も忘れずに行ってください。 

 

③ ただし、運営規程の変更のうち従業員の変更（職員の採用、退職の異動）は頻繁

忘れていませんか？ 



 

 

 

にあることも考えられるため、次のことを条件に、特例扱い※をすることとする。 

（愛知県における「従業員の変更に係る届け出の特例」同様の規定とします。）  

※その都度の届出はなく、毎年６月１日時点の内容を同月末までに届け出ること。 

◎人員基準の適合していることを事業所が自主点検すること   

◎運営規程、重要事項説明書等の書類を事業所で適切に整備すること  

◎介護報酬の加算の体制に影響のないこと 

◎次の職種でないこと   

 ア 管理者（全サービス）   

イ サービス提供責任者（介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス） 

 ウ 介護支援専門員（全サービス）   

 エ 計画作成担当者  

（２）加算届について   

サービスの種類 算定の開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（介護予防）認知症対応型通所介護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

地域密着型通所介護 

居宅介護支援 

介護予防支援 

介護予防訪問サービス 

介護予防通所サービス 

毎月 15 日以前に届出 → 翌月から 

   16 日以降に届出 → 翌々月から 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特別養護老人ホーム 

届出を受理した日が属する月の翌月 

（届出を受理した日が月の初日である場

合は当該月） 

 

（３）届出書の様式について   

    ホーム＞暮らす＞福祉・介護・医療＞事業者向け情報＞変更及び加算の届出 

について（１７ページ参照） 

６ 【居宅】特定事業所集中減算について                       

（１） 判定期間及び減算適用期間   

 

※届出期日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。 

 

 

減算適用期間判定期間

前年度３月１日から当年度８月末日

当年度９月１日から当年度２月末日

９月15日まで

３月15日まで

当年度10月１日から３月31日

次年度４月１日から９月30日

届出期日

前期

後期



 

 

 

（２）手続きについて   

・８０％を超えたサービスが一つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく届

出書の提出が必要です。   

・なお、８０％を超えるサービスがなかった場合も、「特定事業所集中減算届出書」

及び各サービスの「計算書」は事業所で５年間保管してください。   

（３）届出書の様式について 

ホーム＞暮らす＞福祉・介護・医療＞事業者向け情報＞特定事業所集中減算の届

出について（１７ページ参照） 

７ 市公式ウェブサイトの確認について                     

市公式ウェブサイトの高齢福祉課のページでは、「事業者向け情報」を掲載してお

ります（例：介護保険最新情報、国・県からのお知らせ、介護報酬改定について、介

護保険事業所の各種手続について等）。 

重要な情報を掲載しておりますので、普段からこまめにご確認いただきますよう、

お願いします。 

高齢福祉課のお知らせ ＨＰのご案内 

 

  

①「総合メニューから探

す」クリック 

 

②車いすのアイコンを

クリック 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

③「福祉・介護・医療」

クリック 

 

④「高齢者の福祉」

クリック 

 

⑤「事業者向け情報」

クリック 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

重要な事項については太枠で囲ってありますので、随時ご確認ください。 



 

 

 

 

 

処遇改善加算等、各

種届出の様式はこちら

からダウンロードしてく

ださい。 

 



分類 指示事項 詳細 根拠

サービスの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対
し、重要事項説明書等を交付して説明を行い、サービスの提供
を受けることにつき利用申込者の同意を得たことが書面によっ
て確認できるように整備すること。

重要事項説明書等に利用者等の署名のないものが散見された。
必ずサービス利用開始前に利用者等の署名を得ること。

ハラスメント防止措置について、方針の明確化等必要な措置を
講じること。

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメン
トを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓
発していなかった。また、相談体制の整備ができていなかっ
た。

複数の職種を兼務している職員について辞令等により兼務関係
を明確にすること。

兼務関係が明確になっていないことがあった。兼務関係を明確
にすること。

運営規程と重要事項説明書について、整合性を図り正しい表記
をすること。

運営規程と重要事項説明書で違うことが書いてあった。正しい
内容に直すこと。

事故及びヒヤリハットの記録について、収集に努めること。
事故及びヒヤリハットが起きた場合の記録様式が整備できてい
ないことや、ヒヤリハットの記録が極端に少ないことがあっ
た。発生した場合は、適宜記録に残すこと。

居宅介護支援

指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、
利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家
族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文
書により得ておかなければならない。
なお、代筆が必要な方がいる場合を想定して、代筆者が署名す
る欄を設けること。

本人の署名が難しい場合でも、代筆者名などの記載がないもの
が見受けられた。代筆の場合は、代筆者の名前や続柄などを記
入していただくこと。

※４　第２３条第３項

介護予防（生活支援）通所サービス個別計画・地域密着型通所
介護計画の作成者は管理者であることに留意すること。

※１　第４１条第２号
※２　第９条
※３　第２７条第１項

管理者は、計画の内容について利用者またはその家族に対して
説明し、利用者の同意を得ること。

※１　第４１条第４号
※２　第９条
※３　第２７条第３項

　管理者が、介護予防通所サービス個別計画に記載したサービ
スの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当
該計画の実施状況の把握（モニタリング）を行うこと。

※１　第４１条第９号
※２　第９条

管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サー
ビスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域
包括支援センターに報告すること。また、報告日を記録してお
くこと。

※１　第４１条第１０号
※２　第９条

サービスを提供した際には、提供日や提供した具体的なサービ
スの内容等を記録すること。

※１　第１７条第２項
※２　第８条

入居申込者の入居に際しては、利用開始前に主治の医師の診断
書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認
をすること。

認知症である旨を確認したことがわかる書類がすぐに確認でき
るようにしておくこと。

※３　第９４条第２項
※５　第７４条第２項

日中は利用者３人に対して、常勤換算で１名の介護従業者を配
置すること。

※３　第９０条第１項
※５　第７０条第１項

（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たって
は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得ること。
　なお、代筆の場合は代筆者の氏名及び続柄を記載すること。

※３　第９８条第４項
※５　第８７条第４号

介護予防支援
指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計
画に基づき、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報
告を少なくとも１月に１回、聴取すること。

指定福祉用具貸与事業所を含む、サービス事業者に対して聴取
を行うこと。ただし、聴取の方法については任意の方法でかま
わない。

※６　第３０条第１３号

地域密着型特
定施設入居者
生活介護

　計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成
に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に
対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。

必ずサービス提供前に書面により同意を得ること。 ※３　第１１９条第４項

※１　安城市指定介護予防通所サービス事業の人員、設備、運営及び取扱方針に関する基準要綱

※２　安城市指定生活支援通所サービス事業の人員、設備、運営及び取扱方針に関する基準要綱

※３　指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

※４　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

※５　指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

※６　指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（介護予防）
認知症対応型
共同生活介護

運営指導における主な指摘事項

共通

地域密着型通
所介護、介護
予防通所サー
ビス、生活支
援通所サービ
ス　共通

【管理者が行うべき理由】
　利用者のことを一番把握している職員（生活相談員等）や、
ケアマネ資格のある者などが取りまとめ、プランを考えること
が望ましいが、管理・作成は最終的に管理者が行うべきであ
る。そのため、計画作成者は、管理者の名前でなければならな
い。
　また、利用者への説明や包括等への報告についても、必ず管
理者が同席するのは難しいと思うが、管理者は必ず説明等が行
われたことを把握しておかねばならず、生活相談員等に任せっ
ぱなしではいけないため。管理者以外が説明等を行った場合
は、管理者がその旨を確認したことを、計画や介護記録等に記
載するなど、わかるようにしておくこと。介護予防通所

サービス、生
活支援通所
サービス

説明事項３



 

 

 

説明事項４ 

事故及び感染症の報告に迷ったら                     

1 報告が必要なとき                           

（１）サービス提供中の、利用者のケガや死亡事故  

・利用者が医療機関に受診が必要なケガをしたとき 

・その事故により、利用者や利用者の家族とトラブルになりそうなとき 

・賠償金や見舞金などを支払ったとき 

・利用者に損害を与えたとき 

・施設長が報告した方が良いと判断したとき 

（２）食中毒及び感染症が発生したとき 

・死亡者又は重篤患者が 1週間以内に２名以上発生したとき 

・１０名以上又は全利用者の半数以上発生したとき 

・施設長が必要と報告が必要と判断したとき 

２ 報告書作成時の留意事項                       

（１）事故報告書 利用者や利用者家族とのトラブルの有無についても記載し

てください。 

   記載欄「６事故発生後の状況」の最下段「家族とのトラブル 有無」 

（２）感染症報告書 発生時のみ報告してください。経過については報告する必

要はありません。（施設長が必要と判断した場合はこの限り

ではありません。） 

３ 報告様式について                           

  市ホームページに掲載されている様式を基準としておりますが、必要事項

の記載があれば任意様式でも構いません。 

４ その他                                  

詳細については、安城市公式ウェブサイト望遠郷をご確認ください。  

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/jikohoukok

usho.html 

 

二次元コード 

        ➡       
 

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/jikohoukokusho.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/kaigo/jikohoukokusho.html


 

 

 感染症の発生に関する報告書                        

報告日：    年  月  日 

〇基本情報 

法人名  

事業所名  

事業所所在地  

サービス種別  

定員  

感染症（種類）  

報告理由 １０人以上の感染 ・ 全利用者の半数以上の感染 

 

〇感染者の状況 

発生日（最初に発生した日）  

感染者数 利用者 人 職員 人 

症状の有無 
※感染者である利用者、職員の症状の

有無を記載してください。 

症状あり 人 症状あり 人 

症状なし 人 症状なし 人 

主な症状  

特記事項 
※利用者が入院した場合など、特別

な事情があれば記載してください。 

 

 

〇関係機関への報告 

愛知県、保健所への報告 愛知県： 未 ・ 済 保健所： 未 ・ 済 

 

〇対応状況 

 

協力医療機関名※  

※「協力医療機関名」欄は、通所介護事業所等で協力医療機関がない場合は記載の必要はありません。 

連絡先 担当者氏名：          電話番号：  



 

 

 

感染症の発生に関する報告書                        

報告日：２０２３年〇月〇〇日 

〇基本情報 

法人名 社会福祉法人〇〇〇〇 

事業所名 特別養護老人ホーム〇〇〇○ 

事業所所在地 ○○市○○町○○○ 

サービス種別 特別養護老人ホーム 

定員 １００人 

感染症（種類） 新型コロナウイルス 

報告理由 １０人以上の感染 ・ 全利用者の半数以上の感染 

 

〇感染者の状況 

発生日（最初に発生した日） ２０２３年〇月〇〇日 

感染者数 利用者 １０人 職員 ２人 

症状の有無 
※感染者である利用者、職員の症状の

有無を記載してください。 

症状あり ８人 症状あり ２人 

症状なし ２人 症状なし ０人 

主な症状 発熱、咳、倦怠感 

特記事項 
※利用者が入院した場合など、特別

な事情があれば記載してください。 

利用者のうち２名が〇〇〇病院に入院 

 

〇関係機関への報告 

愛知県、保健所への報告 愛知県： 未 ・ 済 保健所： 未 ・ 済 

 

〇対応状況 

ゾーニングを行った上で、陽性者は施設内個室に隔離 

保健所に相談し、〇月〇日に全利用者・職員に対するＰＣＲ検査を実施 

協力医療機関の指示により症状が重い利用者２名を入院措置 

協力医療機関名※ 医療法人〇〇会〇〇〇病院 

※「協力医療機関名」欄は、通所介護事業所等で協力医療機関がない場合は記載の必要はありません。 

連絡先 担当者氏名：○○ ○○          電話番号：○○○－○○○－○○○○ 

 

記載例 



　事故報告書　（事業者→安城市）

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること

※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐ 第1報 ☐  第 報 ☐ 最終報告 提出日：西暦　　年　　月　　日

事故状況の程度 ☐ ☐ 入院 ☐ 死亡 ☐ その他（ ）

死亡に至った場合

死亡年月日
西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別： ☐ 男性 ☐ 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 ☐ 事業所所在地と同じ ☐ その他（

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐ 居室（個室） ☐ 居室（多床室） ☐ トイレ ☐ 廊下

☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外

☐ 敷地外 ☐

☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明

☐ 転落 ☐ 誤薬、与薬もれ等 ☐ その他（ ）

☐ 誤嚥・窒息 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）

前 後　

発生時状況、事故内容の

詳細
まえ うしろ

その他

特記すべき事項

発生時の対応

受診方法 ☐ 施設内の医師 (配置医含む)が対応 ☐
受診

(外来･往診)
☐ 救急搬送 ☐ その他（ ）

受診先

診断名

☐ 切傷・擦過傷 ☐ 打撲・捻挫・脱臼 ☐ 骨折(部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査、処置等の概要

医療機関名

診断内容

連絡先（電話番号）

5

事

故

発

生

時

の

対

応

4

事

故

の

概

要

発生場所

事故の種別

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

3

対

象

者

）

身体状況

要介護度

認知症高齢者

日常生活自立度

1事故

状況

2

事

業

所

の

概

要
所在地

受診(外来･往診)、自施設で応急処置

その他(右欄に記入してください）

1/2



利用者の状況

☐ 配偶者 ☐ 子、子の配偶者 ☐ その他（ ）

西暦 年 月 日

☐ 他の自治体 ☐ 警察 ☐ その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等

への追加対応予定

9 その他

特記すべき事項

報告した家族等の

続柄

連絡した関係機関

(連絡した場合のみ)

7 事故の原因分析

（本人要因、職員要因、環境要因の分析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策

（手順変更、環境変更、その他の対応、

再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

報告年月日

家族とのトラブル

□  有　　　□  無

6

事

故

発

生

後

の

状

況

家族等への報告

忘れずにご記入ください
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その他１ 

高齢者虐待防止について 
＊法：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

１ 早期発見・通報                                

（１）高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合（法第７条） 

  ア 生命または身体に重大な危機が生じている場合  

⇒速やかに市町村へ通報しなければならない。 

  イ それ以外の場合  

   ⇒速やかに市町村へ通報するよう努めなければならない。 

 

  『虐待かどうかの判断』は必要ありません。虐待を受けたと思われる

高齢者を発見した場合は、高齢者の居住地の地域包括支援センターまた

は市高齢福祉課地域支援係に相談・通報をしてください。  

 

（２）養介護施設従事者等による虐待が疑われる場合（法第２１条）  

 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を

発見した場合  

 ⇒速やかに市町村へ通報しなければならない。  

 

 『事業所による事実確認』を行うのに先立ち、市高齢福祉課地域支援

係へ速やかに連絡してください。市高齢福祉課が介護保険法に基づく「監

査（立入検査等）」、「実地指導」、法に基づく養介護施設・事業所の協力

による調査等を行います。  

      

２ 高齢者虐待防止のために                              

（１）養護者による高齢者虐待の防止に向けて  

養護者による高齢者虐待の事例の多くは、虐待を行っている養護者

も何らかの支援を必要としています。発生要因として、「虐待者の介護

疲れ・介護ストレス」、「虐待者の障害・疾病」、「経済的困窮」が多く

挙げられます。高齢者虐待を未然に防ぐため、養護者支援という視点

を持ったケアマネジメントやサービス提供をお願いします。  

 

（２）養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に向けて  



 

 

  発生要因として「教育、知識、介護技術等に関する問題」や「職員

のストレスや感情コントロールの問題」が多く報告されています。こ

れらを踏まえ、高齢者虐待を未然に防止するため、次の点に重点的に

取り組んでいただきますようお願いします。  

  ① 養介護施設等が自ら企画した研修を定期的に実施すること。 

  ② 苦情処理体制が施設長等の責任の下、運用されていること。 

  ③  メンタルヘルスに配慮した職員面談等を組織的に実施すること。 

  ④ 業務管理体制を常に自主的に点検し、必要に応じ、体制の見直し

や運用の改善に努めること。 



 

その他２ 

介護サービス相談員の訪問活動再開について 

 本市では、令和５年５月８日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の

位置づけが５類に移行したことにより、介護サービス相談員の訪問活動を徐々

に通常の活動に戻していく方針です。現在、令和５年６月に行った訪問受入れ可

否のアンケートで可と回答をしてくださった事業所様には訪問を再開させてい

ただいております。 

 同アンケートで訪問不可とご回答いただいた事業所様におかれましては、事

業所の方針等が変わり、受入れ可能となりましたら、担当者までご連絡をいただ

きますと幸いです。 

  

活動につきましては、下記にＵＲＬを添付しておりますので、ご参照ください。 

 

１「介護サービス相談員派遣等事業の実施について」の一部改正について       

（令和２年５月２９日付け老高０５２９第１号 厚生労働省老健局） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000872734.pdf 

                 

２ 介護サービス相談・地域づくり連絡会ホームページ                  

https://kaigosodan.com 

 

３ 介護サービス相談員とは？                           

（介護サービス相談・地域づくり連絡会ホームページ内より抜粋） 

https://kaigosodan.com/counselor.html 

 

 

https://kaigosodan.com/


 その他３ 

 

 

緊急通報システム貸与申請書の 

様式を変更します 

  

 

 

緊急通報システム貸与申請書を令和６年４月１日付で別紙のとおり変

更します。 

 緊急ボタンが押された時、業者が本人や緊急連絡先との連絡がすぐに

とれず、状況確認に時間がかかっていますので、電話番号欄を増やしま

した。 

現在使用していただいている様式は破棄していただき、新様式への切

り替えをお願いいたします。 

 なお、制度の内容についての変更はありません。申請にあたっては、

隣人などの協力員やすぐにかけつけて状況を確認できる方がいることが

のぞましいです。 

 

 

 

 
 

 

委託事業者は、令和４年１０月１日から 

「大阪ガスセキュリティサービス」に変更しています。 

 

（問い合わせ 高齢福祉課 高齢福祉係 直通 71-2223） 

様式のデータはインターネットに掲載してありますのでご活用ください。 

        安城市 介護・高齢者福祉 

        http://anjo.kaigoweb.jp/article/2018040900011/ 

                在宅支援サービス＞緊急通報装置の貸与 

          

http://anjo.kaigoweb.jp/article/20180409000


様式第１（第４条関係） 

緊急通報システム貸与申請書 

申請日  年 月 日 

安 城 市 長 

 緊急通報システムの貸与について、裏面の事項を承諾の上、申請します。 

 

申 

請 

者 

住 

所 

安城市       

 

 

性別 男・女・回答しない 

生年月日 
T 

年  月  日 
S 

氏 

名 

ﾌﾘ ｶﾞﾅ                   

氏 名                     (※ )  

  (※)本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

電

話

番

号  

固定 (0566） 

携帯  

申
請
者
の
状
況 

１ ７５歳以上でひとり暮らし高齢者台帳に登録されている者  

２ ６５歳以上で要介護１以上の認定を受け、ひとり暮らし高齢者台帳に登録されている者

要介護 :      
３ ひとり暮らしをしており、発作を伴う疾病のある６５歳以上の者  

４ ひとり暮らしをしており、心身に障害のある者  

５ ６５歳以上の者のみで構成される世帯で、世帯員のいずれかが要介護１以上の認定を受

けている者 本人要介護 :     世帯員要介護 :     

６ シルバーハウジングに入居している者  

７ その他（                         ） 

緊 

急 

連 
絡 

先 

第
１
連
絡
先 

住  所 
 

 

続 

柄 

 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

氏  名 
 

電

話

番

号 

固定           

携帯        

勤務先        

第
２
連
絡
先 

住  所 
 

 
続

柄 

 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

氏  名 
 

電

話

番

号 

固定         

携帯        

勤務先        

協

力

員

 

住  所 
安城市 関

係 

 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

氏  名 

 

（※）  

（※）協力員が手書きしない場合は、記名押印してください。 

電

話

番

号 

固定   

携帯  

そ
の
他
情
報 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  

世帯員氏名 
          続柄 (    ) 携帯番号   

住居管理者  電話番号   

医

療

情

報 

通院先  電話番号   

主な病気  

提出者の氏名・名称  

 

 

 



 

 

承諾事項 

 

１ 市長が緊急通報システムの運用に必要な範囲で、申請者及び同居の家族に

係る介護認定その他身体、疾病等の情報を調査する場合があること。 

 

２ 緊急通報システムの運用によって記録された情報について、必要な範囲で、

消防機関又は市長の委託を受けた業者が利用する場合があること。 

 

３ 緊急通報があった場合は、緊急通報受信センターから緊急連絡先に連絡が

されること。 

 

４ 緊急連絡先等（緊急連絡先及び緊急連絡先から必要な協力の要請を受けた

者をいう。以下同じ。）が必要な範囲において敷地又は住居に立ち入る場合

があること。 

 

５ 緊急連絡先等がその必要な処置を取るため、やむを得ず家屋等に損害を与

える場合があること。また、その場合に市長及び緊急連絡先等は、責めを負

わないこと。 

 

６ 緊急通報システムの使用により発生した事故等が、申請者の故意又は過失

による場合は、市長及び緊急連絡先等は、責めを負わないこと。 

 

７ 緊急通報システムの装置設置時の動作確認作業、定期通報又は緊急通報ボ

タンを押した際に発生する電話料金については、申請者の負担であること。 

 

８ 電話回線又は緊急通報システムの不具合等により適切に緊急通報ができな

い場合があり得るが、この場合に市長及び緊急連絡先等は責任を負わないこ

と。特に、ＮＴＴアナログ回線以外の回線を利用して緊急通報システムを使

用する場合は、停電又は回線の不具合等により、通報ができなくなる危険性

が高まること。 

 

 

注意事項 

 

 協力員とは、緊急通報受信センターからの連絡により、利用者の緊急時に

居宅を訪問して、状況を確認し、利用者の異状を認めたときに救助等適切な

措置を行う人です。原則、近隣住民とし、第１、２連絡先がいない場合は必

ず記入してください。また、記入に当たっては、必ず協力員本人の承諾を得

てください。 

 

 


